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⑯
　『
存
覚
一
期
記
』、
応
長
元
年
の
条
。『
真
宗
史
料
集
成
　
第
一
巻
　
親
鸞
と
初
期
教
団
』
八
七
一
頁
。

⑰
　
堅
田
修
は
「
鏡
御
影
」
の
巻
留
に
あ
る
「
尊
像
」
の
語
か
ら
「
専
阿
弥
陀
仏
が
親
鸞
の
在
世
中
の
生
身
の
姿
を
眼
前
に
拝
し
て
描
い
た
、
と
い
う

の
で
は
な
く
、
親
鸞
の
在
世
中
に
写
し
描
か
れ
て
い
た
絵
像
を
、
専
阿
弥
陀
仏
が
奉
拝
し
て
、
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」（
堅
田
『
真
宗
史
考
叢
』
四

頁
）
と
解
釈
し
て
い
る
。

⑱
　『
親
鸞
聖
人
行
実
』
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
、
二
〇
〇
八
年
、
一
三
〇
〜
一
三
一
頁
。

⑲
　
堅
田
『
真
宗
史
考
叢
』
一
二
頁
。

⑳
　『
親
鸞
聖
人
行
実
』
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
、
二
〇
〇
八
年
、
一
三
〇
〜
一
三
一
頁
。

㉑
　「
安
城
御
影
讃
銘
下
」『
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
　
第
九
巻
』
三
三
頁
。

㉒
　『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
　
和
文
篇
』
一
一
五
頁
。

＊
「
鏡
御
影
」
の
画
像
掲
載
に
つ
い
て
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
御
許
可
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。
紙
面
で
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
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は
じ
め
に

　
『
西
方
指
南
抄
』
は
、
親
鸞
が
八
十
四
歳
か
ら
八
十
五
歳
に
か
け
て
執
筆
し
た
法
然
の
遺
文
集
で
あ
る
。
上
・
中
・
下
の
三
巻
が
そ
れ

ぞ
れ
本
・
末
に
分
か
れ
た
六
冊
の
形
態
で
、
高
田
専
修
寺
に
親
鸞
真
蹟
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
法
然
の
法
語
、
伝
記
、

消
息
な
ど
全
部
で
二
十
八
部
の
法
然
関
係
の
資
料
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
法
然
の
遺
文
集
と
し
て
は
『
西
方
指
南
抄
』
は
最
初
期
に
成
立

し
た
書
で
あ
り
、
ま
た
親
鸞
の
真
蹟
本
が
現
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法
然
研
究
に
お
い
て
も
、
ま
た
親
鸞
研
究
に
お
い
て
も
、
極

め
て
重
要
な
資
料
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
の
『
西
方
指
南
抄
』
研
究
を
概
観
す
る
と
、
こ
の
書
は
親

鸞
自
身
に
よ
る
編
集
本
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
何
ら
か
の
底
本
を
も
と
に
親
鸞
が
写
し
た
転
写
本
で
あ
る
の
か
と
い
う
成
立
問
題
を
中

心
に
、
主
と
し
て
書
誌
的
な
観
点
か
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る①
。

　
そ
の
一
方
で
、『
西
方
指
南
抄
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
資
料
の
思
想
内
容
や
、
親
鸞
が
こ
の
書
を
執
筆
し
た
意
義
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま

で
に
充
分
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。

　
本
論
で
は
、
こ
の
『
西
方
指
南
抄
』
に
注
目
し
て
、
親
鸞
に
と
っ
て
こ
の
書
の
執
筆
に
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
尋
ね
て
み
た

親
鸞
と
『
西
方
指
南
抄
』

 

山
　
　
田
　
　
恵
　
　
文
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い
と
思
う
。

一
、『
西
方
指
南
抄
』
の
書
誌

　
は
じ
め
に
『
西
方
指
南
抄
』
の
基
本
的
な
書
誌
情
報
を
確
か
め
て
お
き
た
い
。
専
修
寺
に
は
親
鸞
真
蹟
本
と
、
真
仏
と
顕
智
の
筆
に
よ

る
書
写
本
（
い
わ
ゆ
る
副
本
）
と
が
あ
る
。

　
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
真
蹟
本
は
、
上
巻
（
本
）・
上
巻
（
末
）・
中
巻
（
本
）・
中
巻
（
末
）・
下
巻
（
本
）・
下
巻
（
末
）
の
六
冊
の

体
裁
で
現
存
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
上
巻
（
末
）
の
表
紙
に
は
、
親
鸞
の
手
に
よ
っ
て
「
釈
真
仏
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
弟
子
真
仏

に
書
き
与
え
た
書
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。『
三
河
念
仏
相
承
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
真
仏
は
顕
智
な
ど
と
共
に
康
元
元
年
（
一
二
五
六
）、

親
鸞
八
十
四
歳
時
に
上
洛
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る②
。
そ
の
年
の
十
月
十
三
日
に
三
河
の
薬
師
寺
で
念
仏
を
は
じ
め
た
と
記
録
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
後
上
洛
し
親
鸞
と
対
面
し
た
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
頃
親
鸞
は
『
西
方
指
南
抄
』
を
執
筆
中
で
あ
っ
た
が
、
校
合
を
終
え
た
康
元
二

年
（
一
二
五
七
）
正
月
以
降
に
真
仏
に
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
真
仏
は
そ
の
後
、
康
元
二
年
（
一
二
五
七
）
の
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て

『
西
方
指
南
抄
』
を
書
写
し
て
い
る
。
そ
れ
が
同
じ
く
高
田
専
修
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
副
本
で
あ
る
。

　
次
に
奥
書
の
問
題
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
各
巻
末
に
親
鸞
に
よ
る
奥
書
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
依
れ
ば
、
各
巻
は
上
巻
よ
り

順
番
通
り
に
成
立
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
奥
書
に
は
そ
れ
ぞ
れ
親
鸞
が
い
つ
書
き
終
え
た
か
、
ま
た
は
い
つ
校
合
を
完
了
し
た

か
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
先
学
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
以
下
掲
げ
て
お
こ
う
。

上
巻
（
本
）
　
　
康
元
元
〔
二
の
誤
記
か
〕
丁
巳
正
月
二
日
書
之
　
愚
禿
親
鸞
八
十
五
歳

上
巻
（
末
）
　
　
康
元
元
年
丙
辰
十
月
十
三
日
　
愚
禿
親
鸞
八
十
四
歳
書
之

　
　
　
　
　
　
　
康
元
二
歳
正
月
一
日
校
之
〔
朱
筆
〕

中
巻
（
本
）
　
　
康
元
元
〔
二
の
誤
記
か
〕
丁
巳
正
月
二
日
　
愚
禿
親
鸞
八
十
五
歳
校
了
〔
朱
筆
〕

23

　
　
　
　
　
　
　
愚
禿
親
鸞
八
十
五
歳
書
之
〔
別
丁
〕

中
巻
（
末
）
　
　
康
元
元
年
丙
辰
十
月
十
四
日
　
愚
禿
親
鸞
八
十
四
歳
書
写
之

下
巻
（
本
）
　
　
康
元
元
丙
辰
十
月
卅
日
書
之
　
愚
禿
親
鸞
八
十
四
歳

下
巻
（
末
）
　
　
康
元
元
丙
辰
十
一
月
八
日
　
愚
禿
親
鸞
八
十
四
歳
書
之 

〔
　
〕
内
は
筆
者
註

　
以
上
の
よ
う
に
親
鸞
が
執
筆
を
完
了
し
た
年
時
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
時
系
列
で
述
べ
れ
ば
、
康
元
元
年
（
一
二
五
六
）
の
十
月

十
三
日
に
上
巻
（
末
）
の
執
筆
が
完
了
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
翌
日
の
十
月
十
四
日
に
中
巻
（
末
）
が
書
か
れ
、
十
月
三
十
日
に
下
巻

（
本
）、
十
一
月
八
日
に
下
巻
（
末
）
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
年
が
明
け
て
康
元
二
年
（
一
二
五
七
）
の
一
月
二
日
に
上
巻

（
本
）
の
執
筆
を
完
了
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
前
日
の
一
月
一
日
に
上
巻
（
末
）
の
校
合
を
完
了
し
た
こ
と
、
一
月
二
日
に
中
巻
（
本
）

の
校
合
を
完
了
し
た
こ
と
が
、
朱
筆
で
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
十
月
か
ら
翌
年
の
初
め
に
か
け
て
、『
西
方
指
南
抄
』
は
各
巻
の

順
番
を
問
わ
ず
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
こ
の
不
可
解
な
奥
書
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
は
、
従
来
成
立
問
題
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
親
鸞
が
自
ら

編
集
し
た
本
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
転
写
し
た
本
で
あ
る
の
か
、
論
じ
る
際
の
材
料
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
執
筆
年
次
が
不
順
で

あ
る
の
は
転
写
説
の
有
力
な
根
拠
と
な
り
得
る
が
、
一
方
で
編
集
説
の
立
場
を
取
る
論
者
か
ら
も
こ
の
疑
問
の
解
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
生
桑
完
明
、
赤
松
俊
秀
、
浅
野
教
信
、
霊
山
勝
海
、
平
松
令
三
、
中
野
正
明
な
ど
の
諸
氏
に
よ
っ
て

詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る③
の
で
、
諸
氏
の
見
解
に
譲
り
た
い
。
本
論
に
お
い
て
は
そ
の
ど
ち
ら
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
す

る
の
で
は
な
く
、
編
集
説
に
し
ろ
転
写
説
に
し
ろ
、
親
鸞
が
八
十
四
歳
の
末
か
ら
八
十
五
歳
時
の
年
始
に
か
け
て
法
然
の
遺
文
を
執
筆
し

た
と
い
う
事
実
の
重
要
性
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。
つ
ま
り
、
何
故
こ
の
時
期
に
法
然
の
遺
文
を
執
筆
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
親
鸞

に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
法
然
の
遺
文
集
と
し
て
は
、
最
も
初
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
の
が
『
法
然
上
人
伝
記
』、
い
わ
ゆ
る
醍
醐
本
で
あ
る
。
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い
と
思
う
。

一
、『
西
方
指
南
抄
』
の
書
誌

　
は
じ
め
に
『
西
方
指
南
抄
』
の
基
本
的
な
書
誌
情
報
を
確
か
め
て
お
き
た
い
。
専
修
寺
に
は
親
鸞
真
蹟
本
と
、
真
仏
と
顕
智
の
筆
に
よ

る
書
写
本
（
い
わ
ゆ
る
副
本
）
と
が
あ
る
。

　
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
真
蹟
本
は
、
上
巻
（
本
）・
上
巻
（
末
）・
中
巻
（
本
）・
中
巻
（
末
）・
下
巻
（
本
）・
下
巻
（
末
）
の
六
冊
の

体
裁
で
現
存
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
上
巻
（
末
）
の
表
紙
に
は
、
親
鸞
の
手
に
よ
っ
て
「
釈
真
仏
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
弟
子
真
仏

に
書
き
与
え
た
書
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。『
三
河
念
仏
相
承
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
真
仏
は
顕
智
な
ど
と
共
に
康
元
元
年
（
一
二
五
六
）、

親
鸞
八
十
四
歳
時
に
上
洛
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る②
。
そ
の
年
の
十
月
十
三
日
に
三
河
の
薬
師
寺
で
念
仏
を
は
じ
め
た
と
記
録
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
後
上
洛
し
親
鸞
と
対
面
し
た
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
頃
親
鸞
は
『
西
方
指
南
抄
』
を
執
筆
中
で
あ
っ
た
が
、
校
合
を
終
え
た
康
元
二

年
（
一
二
五
七
）
正
月
以
降
に
真
仏
に
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
真
仏
は
そ
の
後
、
康
元
二
年
（
一
二
五
七
）
の
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て

『
西
方
指
南
抄
』
を
書
写
し
て
い
る
。
そ
れ
が
同
じ
く
高
田
専
修
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
副
本
で
あ
る
。

　
次
に
奥
書
の
問
題
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
各
巻
末
に
親
鸞
に
よ
る
奥
書
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
依
れ
ば
、
各
巻
は
上
巻
よ
り

順
番
通
り
に
成
立
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
奥
書
に
は
そ
れ
ぞ
れ
親
鸞
が
い
つ
書
き
終
え
た
か
、
ま
た
は
い
つ
校
合
を
完
了
し
た

か
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
先
学
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
以
下
掲
げ
て
お
こ
う
。

上
巻
（
本
）
　
　
康
元
元
〔
二
の
誤
記
か
〕
丁
巳
正
月
二
日
書
之
　
愚
禿
親
鸞
八
十
五
歳

上
巻
（
末
）
　
　
康
元
元
年
丙
辰
十
月
十
三
日
　
愚
禿
親
鸞
八
十
四
歳
書
之

　
　
　
　
　
　
　
康
元
二
歳
正
月
一
日
校
之
〔
朱
筆
〕

中
巻
（
本
）
　
　
康
元
元
〔
二
の
誤
記
か
〕
丁
巳
正
月
二
日
　
愚
禿
親
鸞
八
十
五
歳
校
了
〔
朱
筆
〕
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愚
禿
親
鸞
八
十
五
歳
書
之
〔
別
丁
〕

中
巻
（
末
）
　
　
康
元
元
年
丙
辰
十
月
十
四
日
　
愚
禿
親
鸞
八
十
四
歳
書
写
之

下
巻
（
本
）
　
　
康
元
元
丙
辰
十
月
卅
日
書
之
　
愚
禿
親
鸞
八
十
四
歳

下
巻
（
末
）
　
　
康
元
元
丙
辰
十
一
月
八
日
　
愚
禿
親
鸞
八
十
四
歳
書
之 

〔
　
〕
内
は
筆
者
註

　
以
上
の
よ
う
に
親
鸞
が
執
筆
を
完
了
し
た
年
時
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
時
系
列
で
述
べ
れ
ば
、
康
元
元
年
（
一
二
五
六
）
の
十
月

十
三
日
に
上
巻
（
末
）
の
執
筆
が
完
了
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
翌
日
の
十
月
十
四
日
に
中
巻
（
末
）
が
書
か
れ
、
十
月
三
十
日
に
下
巻

（
本
）、
十
一
月
八
日
に
下
巻
（
末
）
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
年
が
明
け
て
康
元
二
年
（
一
二
五
七
）
の
一
月
二
日
に
上
巻

（
本
）
の
執
筆
を
完
了
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
前
日
の
一
月
一
日
に
上
巻
（
末
）
の
校
合
を
完
了
し
た
こ
と
、
一
月
二
日
に
中
巻
（
本
）

の
校
合
を
完
了
し
た
こ
と
が
、
朱
筆
で
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
十
月
か
ら
翌
年
の
初
め
に
か
け
て
、『
西
方
指
南
抄
』
は
各
巻
の

順
番
を
問
わ
ず
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
こ
の
不
可
解
な
奥
書
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
は
、
従
来
成
立
問
題
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
親
鸞
が
自
ら

編
集
し
た
本
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
転
写
し
た
本
で
あ
る
の
か
、
論
じ
る
際
の
材
料
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
執
筆
年
次
が
不
順
で

あ
る
の
は
転
写
説
の
有
力
な
根
拠
と
な
り
得
る
が
、
一
方
で
編
集
説
の
立
場
を
取
る
論
者
か
ら
も
こ
の
疑
問
の
解
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
生
桑
完
明
、
赤
松
俊
秀
、
浅
野
教
信
、
霊
山
勝
海
、
平
松
令
三
、
中
野
正
明
な
ど
の
諸
氏
に
よ
っ
て

詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る③
の
で
、
諸
氏
の
見
解
に
譲
り
た
い
。
本
論
に
お
い
て
は
そ
の
ど
ち
ら
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
す

る
の
で
は
な
く
、
編
集
説
に
し
ろ
転
写
説
に
し
ろ
、
親
鸞
が
八
十
四
歳
の
末
か
ら
八
十
五
歳
時
の
年
始
に
か
け
て
法
然
の
遺
文
を
執
筆
し

た
と
い
う
事
実
の
重
要
性
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。
つ
ま
り
、
何
故
こ
の
時
期
に
法
然
の
遺
文
を
執
筆
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
親
鸞

に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
法
然
の
遺
文
集
と
し
て
は
、
最
も
初
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
の
が
『
法
然
上
人
伝
記
』、
い
わ
ゆ
る
醍
醐
本
で
あ
る
。
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こ
れ
は
法
然
滅
後
二
十
九
年
頃
（
一
二
四
一
年
頃
）、
源
智
の
弟
子
の
系
統
の
者
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

法
然
滅
後
六
十
二
年
頃
（
一
二
七
四
年
頃
）、
了
恵
道
光
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
、
法
然
の
遺
文
集
と
し
て
は
決
定
版
と
い
う
べ
き
『
黒

谷
上
人
語
灯
録
』
が
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
『
西
方
指
南
抄
』
は
、
法
然
滅
後
四
十
四
年
の
成
立
に
あ
た
り
、
醍
醐
本
以
降
の
成
立
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
醍
醐
本

は
現
存
す
る
本
が
最
古
の
も
の
で
江
戸
初
期
の
写
本
で
あ
る
た
め
、
成
立
当
時
の
ま
ま
現
存
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、『
西
方
指
南

抄
』
が
法
然
の
遺
文
集
と
し
て
最
も
古
い
も
の
と
な
る④
。
ま
た
、『
西
方
指
南
抄
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
資
料
と
、『
黒
谷
上
人
語
灯
録
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
資
料
は
そ
の
多
く
が
重
複
し
て
い
る
が
、
一
方
で
、『
西
方
指
南
抄
』
に
し
か
収
め
ら
れ
て
い
な
い
資
料
が
あ
る
の

で
、
こ
の
書
が
法
然
研
究
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
書
物
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
な
お
『
西
方
指
南
抄
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
資
料
の
内
容
か
ら
分
類
す
れ
ば
、
上
巻
は
主
と
し
て
法
然
の
法
語
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の

で
「
教
義
篇
」、
中
巻
は
法
然
の
伝
記
類
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
「
行
実
篇
」、
下
巻
は
手
紙
類
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
「
消
息
篇
」

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。『
西
方
指
南
抄
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
二
十
八
部
の
資
料
名
と
、
他
の
遺
文
集
と
の
対
応
に
つ
い
て
は
本
論
末

尾
に
掲
載
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
そ
の
性
格

　
専
修
寺
に
伝
わ
る
真
蹟
本
は
、
親
鸞
が
真
仏
に
書
き
与
え
た
書
で
あ
っ
た
が
、
副
本
は
真
仏
が
真
蹟
本
を
基
に
書
写
し
た
も
の
で
あ
り
、

前
五
巻
が
真
仏
、
第
六
巻
目
が
顕
智
の
筆
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
表
紙
に
は
「
釈
覚
信
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
真
仏
が

覚
信
の
た
め
に
書
写
し
た
本
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る⑤
。

　
こ
の
よ
う
に
、
親
鸞
の
書
い
た
『
西
方
指
南
抄
』
は
、
門
弟
に
与
え
ら
れ
、
書
写
し
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
当
然
、
親
鸞
自
身
、

門
弟
達
に
読
ま
れ
る
べ
き
本
と
し
て
意
識
し
て
著
し
た
書
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
た
め
こ
の
書
に
は
次
の
よ
う
な
特
色
が
挙
げ
ら
れ
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る
。

・
漢
文
の
資
料
に
は
訓
点
が
丁
寧
に
付
さ
れ
て
い
る
。

・
六
冊
の
全
般
に
わ
た
っ
て
漢
字
に
は
読
み
仮
名
が
振
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
後
に
し
た
が
っ
て
そ
の
数
は
減
少
し
て
い
く
。

・
随
時
左
訓
が
施
さ
れ
て
語
句
の
意
味
が
記
さ
れ
て
い
る
。

・
文
章
の
区
切
り
に
は
朱
点
が
打
た
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
文
章
を
読
み
誤
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
配
慮
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
親
鸞
が
必
要
な
い
と
判
断
し
た
と
こ
ろ
は
「
乃
至
」
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
上
巻
（
本
）
と

上
巻
（
末
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
法
然
上
人
御
説
法
の
事
」
は
、『
黒
谷
上
人
語
灯
録
』（
漢
語
灯
録
）
に
お
い
て
「
逆
修
説
法
」
と
い

う
名
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
法
然
が
弟
子
遵
西
の
父
の
た
め
に
行
っ
た
説
法
の
記
録
で
あ
る
。
大
部
の
資
料
で
あ
り
、『
西
方
指

南
抄
』
全
体
の
三
分
の
一
の
分
量
が
あ
る
。
そ
し
て
す
で
に
先
学
が
指
摘
す
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
「
法
然
上
人
御
説
法
の
事
」
は
、
親
鸞

に
よ
っ
て
多
く
の
箇
所
が
「
乃
至
」
さ
れ
て
い
る⑥
。
そ
の
省
略
箇
所
の
傾
向
と
し
て
は
、
法
然
の
『
観
無
量
寿
経
』
の
説
法
の
内
、
定
善

散
善
の
二
善
三
福
、
九
品
往
生
を
説
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
当
然
そ
こ
に
は
親
鸞
の
編
集
意
図
が
あ
る
と
言
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
省
略
す
る
と
い
う
形
で
、
法
然
の
説
法
の
主
意
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
然
の
説
法
の
主
意
は
、

定
善
や
散
善
を
説
明
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
て
、
本
願
念
仏
を
説
く
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
親
鸞
の
受
け
止
め
が
省
略
と
い
う
形
で
表
現

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
よ
っ
て
こ
の
点
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、『
西
方
指
南
抄
』
と
は
、
親
鸞
の
受
け
止
め
た
法
然
の
教
え
を
門
弟
達
に
伝
え
よ
う
と
し
た
書

物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
諸
点
を
踏
ま
え
て
こ
の
書
の
性
格
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

①
師
・
法
然
の
教
え
（
法
語
、
消
息
）
と
、
人
々
に
受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
法
然
の
姿
（
伝
記
）
を
伝
え
る
も
の
。
特
に
法
然
を
勢
至
菩



24

こ
れ
は
法
然
滅
後
二
十
九
年
頃
（
一
二
四
一
年
頃
）、
源
智
の
弟
子
の
系
統
の
者
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

法
然
滅
後
六
十
二
年
頃
（
一
二
七
四
年
頃
）、
了
恵
道
光
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
、
法
然
の
遺
文
集
と
し
て
は
決
定
版
と
い
う
べ
き
『
黒

谷
上
人
語
灯
録
』
が
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
『
西
方
指
南
抄
』
は
、
法
然
滅
後
四
十
四
年
の
成
立
に
あ
た
り
、
醍
醐
本
以
降
の
成
立
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
醍
醐
本

は
現
存
す
る
本
が
最
古
の
も
の
で
江
戸
初
期
の
写
本
で
あ
る
た
め
、
成
立
当
時
の
ま
ま
現
存
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、『
西
方
指
南

抄
』
が
法
然
の
遺
文
集
と
し
て
最
も
古
い
も
の
と
な
る④
。
ま
た
、『
西
方
指
南
抄
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
資
料
と
、『
黒
谷
上
人
語
灯
録
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
資
料
は
そ
の
多
く
が
重
複
し
て
い
る
が
、
一
方
で
、『
西
方
指
南
抄
』
に
し
か
収
め
ら
れ
て
い
な
い
資
料
が
あ
る
の

で
、
こ
の
書
が
法
然
研
究
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
書
物
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
な
お
『
西
方
指
南
抄
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
資
料
の
内
容
か
ら
分
類
す
れ
ば
、
上
巻
は
主
と
し
て
法
然
の
法
語
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の

で
「
教
義
篇
」、
中
巻
は
法
然
の
伝
記
類
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
「
行
実
篇
」、
下
巻
は
手
紙
類
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
「
消
息
篇
」

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。『
西
方
指
南
抄
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
二
十
八
部
の
資
料
名
と
、
他
の
遺
文
集
と
の
対
応
に
つ
い
て
は
本
論
末

尾
に
掲
載
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
そ
の
性
格

　
専
修
寺
に
伝
わ
る
真
蹟
本
は
、
親
鸞
が
真
仏
に
書
き
与
え
た
書
で
あ
っ
た
が
、
副
本
は
真
仏
が
真
蹟
本
を
基
に
書
写
し
た
も
の
で
あ
り
、

前
五
巻
が
真
仏
、
第
六
巻
目
が
顕
智
の
筆
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
表
紙
に
は
「
釈
覚
信
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
真
仏
が

覚
信
の
た
め
に
書
写
し
た
本
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る⑤
。

　
こ
の
よ
う
に
、
親
鸞
の
書
い
た
『
西
方
指
南
抄
』
は
、
門
弟
に
与
え
ら
れ
、
書
写
し
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
当
然
、
親
鸞
自
身
、

門
弟
達
に
読
ま
れ
る
べ
き
本
と
し
て
意
識
し
て
著
し
た
書
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
た
め
こ
の
書
に
は
次
の
よ
う
な
特
色
が
挙
げ
ら
れ
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る
。

・
漢
文
の
資
料
に
は
訓
点
が
丁
寧
に
付
さ
れ
て
い
る
。

・
六
冊
の
全
般
に
わ
た
っ
て
漢
字
に
は
読
み
仮
名
が
振
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
後
に
し
た
が
っ
て
そ
の
数
は
減
少
し
て
い
く
。

・
随
時
左
訓
が
施
さ
れ
て
語
句
の
意
味
が
記
さ
れ
て
い
る
。

・
文
章
の
区
切
り
に
は
朱
点
が
打
た
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
文
章
を
読
み
誤
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
配
慮
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
親
鸞
が
必
要
な
い
と
判
断
し
た
と
こ
ろ
は
「
乃
至
」
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
上
巻
（
本
）
と

上
巻
（
末
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
法
然
上
人
御
説
法
の
事
」
は
、『
黒
谷
上
人
語
灯
録
』（
漢
語
灯
録
）
に
お
い
て
「
逆
修
説
法
」
と
い

う
名
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
法
然
が
弟
子
遵
西
の
父
の
た
め
に
行
っ
た
説
法
の
記
録
で
あ
る
。
大
部
の
資
料
で
あ
り
、『
西
方
指

南
抄
』
全
体
の
三
分
の
一
の
分
量
が
あ
る
。
そ
し
て
す
で
に
先
学
が
指
摘
す
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
「
法
然
上
人
御
説
法
の
事
」
は
、
親
鸞

に
よ
っ
て
多
く
の
箇
所
が
「
乃
至
」
さ
れ
て
い
る⑥
。
そ
の
省
略
箇
所
の
傾
向
と
し
て
は
、
法
然
の
『
観
無
量
寿
経
』
の
説
法
の
内
、
定
善

散
善
の
二
善
三
福
、
九
品
往
生
を
説
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
当
然
そ
こ
に
は
親
鸞
の
編
集
意
図
が
あ
る
と
言
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
省
略
す
る
と
い
う
形
で
、
法
然
の
説
法
の
主
意
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
然
の
説
法
の
主
意
は
、

定
善
や
散
善
を
説
明
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
て
、
本
願
念
仏
を
説
く
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
親
鸞
の
受
け
止
め
が
省
略
と
い
う
形
で
表
現

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
よ
っ
て
こ
の
点
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、『
西
方
指
南
抄
』
と
は
、
親
鸞
の
受
け
止
め
た
法
然
の
教
え
を
門
弟
達
に
伝
え
よ
う
と
し
た
書

物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
諸
点
を
踏
ま
え
て
こ
の
書
の
性
格
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

①
師
・
法
然
の
教
え
（
法
語
、
消
息
）
と
、
人
々
に
受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
法
然
の
姿
（
伝
記
）
を
伝
え
る
も
の
。
特
に
法
然
を
勢
至
菩
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薩
の
化
身
と
し
て
讃
仰
す
る
意
図
が
強
く
見
ら
れ
る
。

②
親
鸞
に
よ
る
法
然
の
教
え
の
受
け
止
め
が
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
。

　
こ
の
両
方
の
性
格
を
持
つ
の
が
『
西
方
指
南
抄
』
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
書
を
も
っ
て
、
門
弟
達
に
法
然
の
教
え

を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
法
然
の
教
え
を
正
し
く
伝
え
た
い
と
い
う
親
鸞
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い⑦
。

三
、
執
筆
の
背
景
と
そ
の
意
義

　
で
は
、
親
鸞
は
な
ぜ
八
十
四
歳
に
こ
の
書
の
執
筆
を
始
め
た
の
か
。
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
か
、
思
い
を
巡
ら
し
て

み
た
い
。
ま
ず
、
八
十
四
歳
か
ら
八
十
五
歳
に
か
け
て
の
親
鸞
の
行
実
を
次
頁
の
年
表
に
よ
り
確
認
し
て
み
よ
う
。

　
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
以
降
の
二
年
間
に
お
け
る
出
来
事
の
中
、
親
鸞
に
と
っ
て
最
も
痛
切
な
る
事
件
は
善
鸞
を
義
絶
し
た
こ
と
で

あ
る
。
親
鸞
が
帰
洛
後
、
関
東
で
は
門
弟
達
の
間
で
様
々
な
信
仰
問
題
が
起
こ
っ
て
い
た
。
そ
の
子
細
は
、
現
存
す
る
親
鸞
の
消
息
類
か

ら
推
し
量
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
と
え
ば
、
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）、
親
鸞
七
十
九
歳
時
の
手
紙
の
中
、
閏
九
月
二
十
日
付
け
の
手
紙

に
は
、
親
鸞
が
「
選
択
本
願
は
、
有
念
に
あ
ら
ず
、
無
念
に
あ
ら
ず⑧
」
と
教
え
諭
し
て
い
る
が
、
そ
の
同
じ
年
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ

る
十
二
月
二
十
六
日
付
け
の
手
紙
に
は
、

常
陸
國
中
の
念
佛
者
の
な
か
に
有
念
・
无
念
の
念
佛
沙
汰
の
き
こ
へ
さ
ふ
ら
ふ
は
、
ひ
が
ご
と
に
さ
ふ
ら
ふ

 

（『
御
消
息
集
』『
定
親
全
』
三
・
一
三
二
頁
）

と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
常
陸
に
お
い
て
有
念
無
念
の
諍
論
が
あ
っ
た
こ
と
を
親
鸞
は
悲
し
ん
で
い
る
。
同
じ
手
紙
の
中
に
は
、

一
念
こ
そ
よ
け
れ
、
多
念
こ
そ
よ
け
れ
な
ん
ど
ま
ふ
す
こ
と
、
ゆ
め
ゆ
め
あ
る
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ

 

（『
御
消
息
集
』『
定
親
全
』
三
・
一
三
三
頁
）
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と
も
誡
め
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
一
念
多
念
の
諍
論
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
更
に
は
、
翌
年
八
月
十
九
日
付
け
の
消
息
に
は
次

の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

「
親
鸞
」
行
実
（
八
四
〜
八
五
歳
）

和
　
　
暦

西
　
暦

年
齢

親
鸞
行
実

関
連
事
項

建
長
八

一
二
五
六

八
四

　
五
月
二
九
日
　
善
鸞
を
義
絶
す
る
。

　
七
月
二
五
日
　『
論
註
』
に
加
点
す
る
。

康
元
元

一
〇
月
一
三
日
　『
西
方
指
南
抄
』
上
末
を
書
く
。

一
〇
月
一
三
日
　
真
仏
・
顕

智
・
専
信
が
三
河
に
到
着
。

そ
の
後
、
上
洛
す
る
。

（
一
〇
月
五
日
改
元
）

一
〇
月
一
四
日
　『
西
方
指
南
抄
』
中
末
を
書
く
。

一
〇
月
二
五
日
　
八
字
名
号
・
十
字
名
号
を
作
成
。

一
〇
月
二
八
日
　
六
字
名
号
・
十
字
名
号
を
作
成
。

一
〇
月
三
〇
日
　『
西
方
指
南
抄
』
下
本
を
書
く
。

一
一
月
　
八
日
　『
西
方
指
南
抄
』
下
末
を
書
く
。

一
一
月
二
九
日
　『
如
来
二
種
回
向
文
』
を
撰
述
。

康
元
二

一
二
五
七

八
五

　
一
月
　
一
日
　『
西
方
指
南
抄
』
上
末
を
校
合
す
る
。

　
一
月
　
二
日
　『
西
方
指
南
抄
』
上
本
を
書
く
。

　
一
月
　
二
日
　『
西
方
指
南
抄
』
中
本
を
校
合
す
る
。

　
一
月
一
一
日
　『
唯
信
鈔
文
意
』
を
書
写
す
る
。

　
一
月
二
七
日
　『
唯
信
鈔
文
意
』
を
書
写
す
る
。

　
二
月
　
九
日
　
夢
告
を
受
け
る
。

二
月
五
日
〜
三
月
二
〇
日
　

真
仏
『
西
方
指
南
抄
』
を
書

写
す
る
。

　
二
月
一
七
日
　『
一
念
多
念
文
意
』
を
撰
述
。

　
二
月
三
〇
日
　『
大
日
本
国
粟
散
王
聖
徳
太
子
奉
讃
』
を
撰
述
。

　
三
月
　
二
日
　『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』（
広
本
）
を
書
写
す
る
。

正
嘉
元

（
三
月
一
四
日
改
元
）

閏
三
月
　
一
日
　
執
筆
中
の
『
正
像
末
法
和
讃
』（
草
稿
本
）
に
二

月
九
日
の
夢
告
讃
を
記
す
。
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薩
の
化
身
と
し
て
讃
仰
す
る
意
図
が
強
く
見
ら
れ
る
。

②
親
鸞
に
よ
る
法
然
の
教
え
の
受
け
止
め
が
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
。

　
こ
の
両
方
の
性
格
を
持
つ
の
が
『
西
方
指
南
抄
』
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
書
を
も
っ
て
、
門
弟
達
に
法
然
の
教
え

を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
法
然
の
教
え
を
正
し
く
伝
え
た
い
と
い
う
親
鸞
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い⑦
。

三
、
執
筆
の
背
景
と
そ
の
意
義

　
で
は
、
親
鸞
は
な
ぜ
八
十
四
歳
に
こ
の
書
の
執
筆
を
始
め
た
の
か
。
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
か
、
思
い
を
巡
ら
し
て

み
た
い
。
ま
ず
、
八
十
四
歳
か
ら
八
十
五
歳
に
か
け
て
の
親
鸞
の
行
実
を
次
頁
の
年
表
に
よ
り
確
認
し
て
み
よ
う
。

　
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
以
降
の
二
年
間
に
お
け
る
出
来
事
の
中
、
親
鸞
に
と
っ
て
最
も
痛
切
な
る
事
件
は
善
鸞
を
義
絶
し
た
こ
と
で

あ
る
。
親
鸞
が
帰
洛
後
、
関
東
で
は
門
弟
達
の
間
で
様
々
な
信
仰
問
題
が
起
こ
っ
て
い
た
。
そ
の
子
細
は
、
現
存
す
る
親
鸞
の
消
息
類
か

ら
推
し
量
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
と
え
ば
、
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）、
親
鸞
七
十
九
歳
時
の
手
紙
の
中
、
閏
九
月
二
十
日
付
け
の
手
紙

に
は
、
親
鸞
が
「
選
択
本
願
は
、
有
念
に
あ
ら
ず
、
無
念
に
あ
ら
ず⑧
」
と
教
え
諭
し
て
い
る
が
、
そ
の
同
じ
年
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ

る
十
二
月
二
十
六
日
付
け
の
手
紙
に
は
、

常
陸
國
中
の
念
佛
者
の
な
か
に
有
念
・
无
念
の
念
佛
沙
汰
の
き
こ
へ
さ
ふ
ら
ふ
は
、
ひ
が
ご
と
に
さ
ふ
ら
ふ

 

（『
御
消
息
集
』『
定
親
全
』
三
・
一
三
二
頁
）

と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
常
陸
に
お
い
て
有
念
無
念
の
諍
論
が
あ
っ
た
こ
と
を
親
鸞
は
悲
し
ん
で
い
る
。
同
じ
手
紙
の
中
に
は
、

一
念
こ
そ
よ
け
れ
、
多
念
こ
そ
よ
け
れ
な
ん
ど
ま
ふ
す
こ
と
、
ゆ
め
ゆ
め
あ
る
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ

 

（『
御
消
息
集
』『
定
親
全
』
三
・
一
三
三
頁
）
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と
も
誡
め
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
一
念
多
念
の
諍
論
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
更
に
は
、
翌
年
八
月
十
九
日
付
け
の
消
息
に
は
次

の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

「
親
鸞
」
行
実
（
八
四
〜
八
五
歳
）

和
　
　
暦

西
　
暦

年
齢

親
鸞
行
実

関
連
事
項

建
長
八

一
二
五
六

八
四

　
五
月
二
九
日
　
善
鸞
を
義
絶
す
る
。

　
七
月
二
五
日
　『
論
註
』
に
加
点
す
る
。

康
元
元

一
〇
月
一
三
日
　『
西
方
指
南
抄
』
上
末
を
書
く
。

一
〇
月
一
三
日
　
真
仏
・
顕

智
・
専
信
が
三
河
に
到
着
。

そ
の
後
、
上
洛
す
る
。

（
一
〇
月
五
日
改
元
）

一
〇
月
一
四
日
　『
西
方
指
南
抄
』
中
末
を
書
く
。

一
〇
月
二
五
日
　
八
字
名
号
・
十
字
名
号
を
作
成
。

一
〇
月
二
八
日
　
六
字
名
号
・
十
字
名
号
を
作
成
。

一
〇
月
三
〇
日
　『
西
方
指
南
抄
』
下
本
を
書
く
。

一
一
月
　
八
日
　『
西
方
指
南
抄
』
下
末
を
書
く
。

一
一
月
二
九
日
　『
如
来
二
種
回
向
文
』
を
撰
述
。

康
元
二

一
二
五
七

八
五

　
一
月
　
一
日
　『
西
方
指
南
抄
』
上
末
を
校
合
す
る
。

　
一
月
　
二
日
　『
西
方
指
南
抄
』
上
本
を
書
く
。

　
一
月
　
二
日
　『
西
方
指
南
抄
』
中
本
を
校
合
す
る
。

　
一
月
一
一
日
　『
唯
信
鈔
文
意
』
を
書
写
す
る
。

　
一
月
二
七
日
　『
唯
信
鈔
文
意
』
を
書
写
す
る
。

　
二
月
　
九
日
　
夢
告
を
受
け
る
。

二
月
五
日
〜
三
月
二
〇
日
　

真
仏
『
西
方
指
南
抄
』
を
書

写
す
る
。

　
二
月
一
七
日
　『
一
念
多
念
文
意
』
を
撰
述
。

　
二
月
三
〇
日
　『
大
日
本
国
粟
散
王
聖
徳
太
子
奉
讃
』
を
撰
述
。

　
三
月
　
二
日
　『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』（
広
本
）
を
書
写
す
る
。

正
嘉
元

（
三
月
一
四
日
改
元
）

閏
三
月
　
一
日
　
執
筆
中
の
『
正
像
末
法
和
讃
』（
草
稿
本
）
に
二

月
九
日
の
夢
告
讃
を
記
す
。
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煩
惱
具
足
の
身
な
れ
ば
と
て
、
こ
こ
ろ
に
ま
か
せ
て
、
身
に
も
す
ま
じ
き
こ
と
を
も
ゆ
る
し
、
く
ち
に
も
い
ふ
ま
じ
き
こ
と
を
も
ゆ

る
し
、
こ
こ
ろ
に
も
お
も
ふ
ま
じ
き
こ
と
を
も
ゆ
る
し
て
、
い
か
に
も
こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
て
あ
る
べ
し
と
ま
ふ
し
あ
ふ
て
さ
ふ
ら
ふ

ら
ん
こ
そ
、
か
へ
す
が
へ
す
不
便
に
お
ぼ
え
さ
ふ
ら
へ
。 

（『
末
燈
鈔
』『
定
親
全
』
三
・
一
一
六
頁
）

煩
悩
が
具
わ
っ
た
身
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
身
口
意
の
三
業
に
お
い
て
本
来
す
べ
き
事
で
は
な
い
こ
と
を
思
う
ま
ま
に
す
べ
き
で
あ
る
と
主

張
す
る
「
造
悪
無
碍
」
を
親
鸞
は
誡
め
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
関
東
の
門
弟
達
の
間
で
は
、
念
仏
の
教
え
に
対
し
て
有
念
無
念
、
一
念
多
念
、
造
悪
無
碍
な
ど
の
異
義
が
存
在
し
て
い
た
。

そ
の
こ
と
を
悲
し
む
親
鸞
は
、
関
東
の
門
弟
達
を
導
い
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
自
ら
に
代
わ
っ
て
息
子
善
鸞
を
派
遣
す
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
善
鸞
は
結
果
的
に
親
鸞
の
教
え
に
背
く
こ
と
を
主
張
し
始
め
て
関
東
の
門
弟
達
を
混
乱
さ
せ
て
し
ま
う
。
門
弟
達
か
ら
の

報
告
に
よ
り
そ
の
実
情
を
知
っ
た
親
鸞
は
、
つ
い
に
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）、
善
鸞
を
義
絶
し
た
こ
と
が
五
月
二
十
九
日
付
の
義
絶
状

よ
り
知
ら
れ
る
。

第
十
八
の
本
願
を
ば
、
し
ぼ
め
る
は
な
に
た
と
え
て
、
人
ご
と
に
、
み
な
す
て
ま
い
ら
せ
た
り
と
き
こ
ゆ
る
こ
と
、
ま
こ
と
に
は
う

ぼ
ふ
の
と
が
、
又
五
逆
の
つ
み
を
こ
の
み
て
、
人
を
そ
む
じ
ま
ど
わ
さ
る
ゝ
こ
と
、
か
な
し
き
こ
と
な
り
。
こ
と
に
破
僧
の
罪
と
ま

ふ
す
つ
み
は
、
五
逆
の
そ
の
一
な
り
。
親
鸞
に
そ
ら
ご
と
を
ま
ふ
し
つ
け
た
る
は
、
ち
ゝ
を
こ
ろ
す
な
り
、
五
逆
の
そ
の
一
な
り
。

こ
の
こ
と
ゞ
も
つ
た
え
き
く
こ
と
、
あ
さ
ま
し
さ
ま
ふ
す
か
ぎ
り
な
け
れ
ば
、
い
ま
は
お
や
と
い
ふ
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
、
こ
と
お

も
ふ
こ
と
お
も
い
き
り
た
り
。
三
寶
・
神
明
に
ま
ふ
し
き
り
お
わ
り
ぬ
、
か
な
し
き
こ
と
な
り
。

 

（『
定
親
全
』
三
・
四
二
│
四
三
頁
）

　
義
絶
状
か
ら
は
親
鸞
の
痛
切
な
思
い
が
感
じ
取
れ
る
。
こ
の
関
東
の
混
乱
と
善
鸞
義
絶
の
後
に
『
西
方
指
南
抄
』
の
執
筆
が
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
善
鸞
事
件
に
関
わ
る
消
息
は
七
月
付
け
で
終
わ
る
。
そ
こ
か
ら
恐
ら
く
は
、
鎌
倉
の
訴
訟
の
一
件

が
解
決
し
、
改
め
て
聖
教
に
向
き
合
う
日
々
を
送
り
始
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
『
浄
土
論
註
』
の
加
点
本
に
七
月
二
十

29

五
日
の
奥
付
が
あ
る
の
は
そ
の
よ
う
な
情
景
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
善
鸞
義
絶
か
ら
四
ヶ
月
余
り
後
、『
西
方
指
南
抄
』（
上
末

巻
）
の
執
筆
が
完
了
し
て
い
る
。
一
体
、
こ
の
行
動
は
親
鸞
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
時
親
鸞
は
、
善
鸞
の
誤
っ
た
主
張
に
よ
り
門
弟
達
の
信
が
容
易
に
揺
ら
い
で
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
息
子
善
鸞
を
義
絶
せ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
深
く
心
を
痛
め
て
い
た
。
親
鸞
は
本
願
の
信
を
伝
え
る
「
教
化
」
と
い
う
課
題
を
前
に
し
て
、
改
め
て
そ
の
難
し

さ
を
痛
感
し
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
中
、
親
鸞
は
自
ら
の
信
を
尋
ね
る
べ
く
、
生
涯
の
中
の
決
定
的
な
出
来
事
で
あ
る
法
然
と
の

出
遇
い
を
確
か
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
姿
勢
が
、『
西
方
指
南
抄
』
の
執
筆
と
な
っ
て
現
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
宗
教
的
な
試
練
と
も
言
う
べ
き
人
生
の
危
機
に
直
面
す
る
中
で
、
自
分
の
人
生
の
原
点
で
あ
る
法
然
と
の
出

遇
い
を
思
い
、
法
然
の
説
く
本
願
念
仏
の
教
え
に
改
め
て
聞
い
て
い
こ
う
と
す
る
親
鸞
の
姿
を
、
こ
の
書
の
執
筆
に
見
出
す
こ
と
が
出
来

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
門
弟
達
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
門
弟
達
の
た
め
に
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
親
鸞
自
身
と
し
て
は
師
教

を
聞
思
す
る
と
い
う
純
真
な
思
い
が
あ
っ
た
と
想
像
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
書
の
完
成
後
、
二
月
九
日
思
い
が
け
な
い
こ
と
が
親
鸞
の

身
に
起
き
た
の
で
あ
る
。四

、『
正
像
末
法
和
讃
』
と
の
関
係

康
元
二
歳
丁
巳
二
月
九
日
の
夜
寅
時
夢
告
に
い
は
く

　
　
彌
陀
の
本
願
信
ず
べ
し
　
本
願
信
ず
る
ひ
と
は
み
な

　
　
　
攝
取
不
捨
の
利
益
に
て
　
无
上
覺
お
ば
さ
と
る
な
り

こ
の
和
讚
を
ゆ
め
に
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
う
れ
し
さ
に
か
き
つ
け
ま
い
ら
せ
た
る
な
り

正
嘉
元
年
丁
巳
壬
三
月
一
日
　
愚
禿
親
鸞
八
十
五
歳
書
之 

（『
正
像
末
法
和
讃
』
草
稿
本
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
二
・
一
五
一
│
二
頁
）
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煩
惱
具
足
の
身
な
れ
ば
と
て
、
こ
こ
ろ
に
ま
か
せ
て
、
身
に
も
す
ま
じ
き
こ
と
を
も
ゆ
る
し
、
く
ち
に
も
い
ふ
ま
じ
き
こ
と
を
も
ゆ

る
し
、
こ
こ
ろ
に
も
お
も
ふ
ま
じ
き
こ
と
を
も
ゆ
る
し
て
、
い
か
に
も
こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
て
あ
る
べ
し
と
ま
ふ
し
あ
ふ
て
さ
ふ
ら
ふ

ら
ん
こ
そ
、
か
へ
す
が
へ
す
不
便
に
お
ぼ
え
さ
ふ
ら
へ
。 

（『
末
燈
鈔
』『
定
親
全
』
三
・
一
一
六
頁
）

煩
悩
が
具
わ
っ
た
身
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
身
口
意
の
三
業
に
お
い
て
本
来
す
べ
き
事
で
は
な
い
こ
と
を
思
う
ま
ま
に
す
べ
き
で
あ
る
と
主

張
す
る
「
造
悪
無
碍
」
を
親
鸞
は
誡
め
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
関
東
の
門
弟
達
の
間
で
は
、
念
仏
の
教
え
に
対
し
て
有
念
無
念
、
一
念
多
念
、
造
悪
無
碍
な
ど
の
異
義
が
存
在
し
て
い
た
。

そ
の
こ
と
を
悲
し
む
親
鸞
は
、
関
東
の
門
弟
達
を
導
い
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
自
ら
に
代
わ
っ
て
息
子
善
鸞
を
派
遣
す
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
善
鸞
は
結
果
的
に
親
鸞
の
教
え
に
背
く
こ
と
を
主
張
し
始
め
て
関
東
の
門
弟
達
を
混
乱
さ
せ
て
し
ま
う
。
門
弟
達
か
ら
の

報
告
に
よ
り
そ
の
実
情
を
知
っ
た
親
鸞
は
、
つ
い
に
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）、
善
鸞
を
義
絶
し
た
こ
と
が
五
月
二
十
九
日
付
の
義
絶
状

よ
り
知
ら
れ
る
。

第
十
八
の
本
願
を
ば
、
し
ぼ
め
る
は
な
に
た
と
え
て
、
人
ご
と
に
、
み
な
す
て
ま
い
ら
せ
た
り
と
き
こ
ゆ
る
こ
と
、
ま
こ
と
に
は
う

ぼ
ふ
の
と
が
、
又
五
逆
の
つ
み
を
こ
の
み
て
、
人
を
そ
む
じ
ま
ど
わ
さ
る
ゝ
こ
と
、
か
な
し
き
こ
と
な
り
。
こ
と
に
破
僧
の
罪
と
ま

ふ
す
つ
み
は
、
五
逆
の
そ
の
一
な
り
。
親
鸞
に
そ
ら
ご
と
を
ま
ふ
し
つ
け
た
る
は
、
ち
ゝ
を
こ
ろ
す
な
り
、
五
逆
の
そ
の
一
な
り
。

こ
の
こ
と
ゞ
も
つ
た
え
き
く
こ
と
、
あ
さ
ま
し
さ
ま
ふ
す
か
ぎ
り
な
け
れ
ば
、
い
ま
は
お
や
と
い
ふ
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
、
こ
と
お

も
ふ
こ
と
お
も
い
き
り
た
り
。
三
寶
・
神
明
に
ま
ふ
し
き
り
お
わ
り
ぬ
、
か
な
し
き
こ
と
な
り
。

 

（『
定
親
全
』
三
・
四
二
│
四
三
頁
）

　
義
絶
状
か
ら
は
親
鸞
の
痛
切
な
思
い
が
感
じ
取
れ
る
。
こ
の
関
東
の
混
乱
と
善
鸞
義
絶
の
後
に
『
西
方
指
南
抄
』
の
執
筆
が
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
善
鸞
事
件
に
関
わ
る
消
息
は
七
月
付
け
で
終
わ
る
。
そ
こ
か
ら
恐
ら
く
は
、
鎌
倉
の
訴
訟
の
一
件

が
解
決
し
、
改
め
て
聖
教
に
向
き
合
う
日
々
を
送
り
始
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
『
浄
土
論
註
』
の
加
点
本
に
七
月
二
十
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五
日
の
奥
付
が
あ
る
の
は
そ
の
よ
う
な
情
景
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
善
鸞
義
絶
か
ら
四
ヶ
月
余
り
後
、『
西
方
指
南
抄
』（
上
末

巻
）
の
執
筆
が
完
了
し
て
い
る
。
一
体
、
こ
の
行
動
は
親
鸞
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
時
親
鸞
は
、
善
鸞
の
誤
っ
た
主
張
に
よ
り
門
弟
達
の
信
が
容
易
に
揺
ら
い
で
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
息
子
善
鸞
を
義
絶
せ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
深
く
心
を
痛
め
て
い
た
。
親
鸞
は
本
願
の
信
を
伝
え
る
「
教
化
」
と
い
う
課
題
を
前
に
し
て
、
改
め
て
そ
の
難
し

さ
を
痛
感
し
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
中
、
親
鸞
は
自
ら
の
信
を
尋
ね
る
べ
く
、
生
涯
の
中
の
決
定
的
な
出
来
事
で
あ
る
法
然
と
の

出
遇
い
を
確
か
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
姿
勢
が
、『
西
方
指
南
抄
』
の
執
筆
と
な
っ
て
現
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
宗
教
的
な
試
練
と
も
言
う
べ
き
人
生
の
危
機
に
直
面
す
る
中
で
、
自
分
の
人
生
の
原
点
で
あ
る
法
然
と
の
出

遇
い
を
思
い
、
法
然
の
説
く
本
願
念
仏
の
教
え
に
改
め
て
聞
い
て
い
こ
う
と
す
る
親
鸞
の
姿
を
、
こ
の
書
の
執
筆
に
見
出
す
こ
と
が
出
来

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
門
弟
達
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
門
弟
達
の
た
め
に
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
親
鸞
自
身
と
し
て
は
師
教

を
聞
思
す
る
と
い
う
純
真
な
思
い
が
あ
っ
た
と
想
像
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
書
の
完
成
後
、
二
月
九
日
思
い
が
け
な
い
こ
と
が
親
鸞
の

身
に
起
き
た
の
で
あ
る
。四

、『
正
像
末
法
和
讃
』
と
の
関
係

康
元
二
歳
丁
巳
二
月
九
日
の
夜
寅
時
夢
告
に
い
は
く

　
　
彌
陀
の
本
願
信
ず
べ
し
　
本
願
信
ず
る
ひ
と
は
み
な

　
　
　
攝
取
不
捨
の
利
益
に
て
　
无
上
覺
お
ば
さ
と
る
な
り

こ
の
和
讚
を
ゆ
め
に
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
う
れ
し
さ
に
か
き
つ
け
ま
い
ら
せ
た
る
な
り

正
嘉
元
年
丁
巳
壬
三
月
一
日
　
愚
禿
親
鸞
八
十
五
歳
書
之 

（『
正
像
末
法
和
讃
』
草
稿
本
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
二
・
一
五
一
│
二
頁
）
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『
正
像
末
法
和
讃
』
の
草
稿
本
に
は
三
十
五
首
連
ね
た
後
、
こ
の
夢
告
和
讃
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
親
鸞
八
十
五
歳
二

月
九
日
の
夜
、
寅
の
時
に
夢
告
を
受
け
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
う
れ
し
さ
の
あ
ま
り
書
き
付
け
た
と
言
う
。
そ
し
て
そ
の
年
の
閏
三
月
一
日
、

つ
ま
り
夢
告
を
受
け
て
か
ら
約
二
ヶ
月
後
に
『
正
像
末
法
和
讃
』
に
記
し
た
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
八
十
六
歳
九
月
二
十
四
日
に
は
、
こ
の
草
稿
本
を
大
幅
に
改
訂
し
て
『
正
像
末
法
和
讃
』（
初
稿
本
）
を
完
成
す
る
。
こ
の
時
、

先
の
和
讃
は
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
夢
告
和
讃
を
受
け
て
『
正
像
末
法
和
讃
』
を
作
成
し
た
と
い
う
形
式
に
改
め
ら
れ

て
い
く
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
親
鸞
に
と
っ
て
こ
の
夢
告
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
が
知
ら
れ
る
。

　
従
来
、
こ
の
和
讃
は
、
善
鸞
事
件
を
受
け
て
八
ヶ
月
後
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
関
係
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
関

東
の
混
乱
と
善
鸞
事
件
は
親
鸞
に
末
法
の
自
覚
を
痛
切
に
抱
か
せ
た
。
そ
の
痛
み
か
ら
『
正
像
末
法
和
讃
』
が
構
想
さ
れ
て
、
そ
の
制
作

の
途
中
に
夢
告
を
感
得
し
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
宗
教
的
な
試
練
を
く
ぐ
っ
て
生
ま
れ
た
夢
告
和
讃
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
こ
の
夢
告
と
は
、『
正
像
末
法
和
讃
』
を
制
作
し
、
末
法
を
痛
み
、
本
願
を
憶
念
す
る
中
で
「
無
上
覚
、
す
な
わ
ち
こ
の
上

な
い
さ
と
り
を
得
る
道
は
、
本
願
を
信
じ
る
一
道
に
し
か
な
い
」
と
い
う
親
鸞
の
確
か
な
頷
き
が
表
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
注
意
す
べ
き
は
『
正
像
末
法
和
讃
』
の
草
稿
本
は
、
後
に
改
訂
さ
れ
た
初
稿
本
、
あ
る
い
は
文
明
本
と
異
な
り
、
末
法
を
悲

歎
す
る
和
讃
が
初
め
か
ら
積
極
的
に
う
た
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
冒
頭
の
三
首
が
、

〔
一
首
〕
五
十
六
億
七
千
萬
　
彌
勒
菩
薩
は
と
し
を
へ
む

念
佛
往
生
信
ず
れ
ば
　
こ
の
た
び
さ
と
り
は
ひ
ら
く
べ
し

〔
二
首
〕
念
佛
往
生
の
願
に
よ
り
　
等
正
覺
に
い
た
る
人

す
な
わ
ち
彌
勒
に
お
な
じ
く
て
　
大
般
涅
槃
を
さ
と
る
べ
し

〔
三
首
〕
眞
實
信
心
を
う
る
ゆ
へ
に
　
す
な
わ
ち
定
聚
に
い
り
ぬ
れ
ば

補
處
の
彌
勒
に
お
な
じ
く
て
　
无
上
覺
を
證
す
べ
し 
（『
正
像
末
法
和
讃
』
草
稿
本
『
定
親
全
』
二
・
一
四
三
頁
）
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と
あ
る
よ
う
に
、「
信
心
を
得
た
人
は
、
弥
勒
と
同
じ
く
等
正
覚
に
い
た
り
、
無
上
覚
を
さ
と
る
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
信
心
の
利
益
が
う
た
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
二
十
三
首
目
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

彌
陀
智
願
の
廻
向
の
　
信
樂
ま
こ
と
に
う
る
ひ
と
は

　
攝
取
不
捨
の
利
益
ゆ
へ
　
等
正
覺
に
は
い
た
る
な
り 

（『
正
像
末
法
和
讃
』
草
稿
本
『
定
親
全
』
二
・
一
四
八
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
夢
告
和
讃
と
表
現
が
非
常
に
近
い
和
讃
も
あ
る
。
よ
っ
て
本
願
へ
の
信
を
う
た
う
こ
の
よ
う
な
和
讃
を
作
成
し
て
い
く

中
で
、
夢
に
あ
の
和
讃
が
恵
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
す
る
と
、
親
鸞
に
本
願
の
信
を
う
た
う
和
讃
の
作
成
を
促
し
た
も
の
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
、
更
に
は
「
弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し
」

と
い
う
夢
告
を
生
ま
せ
る
直
接
的
原
因
と
な
っ
た
も
の
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
考
え
て
み
る
余
地
は
有
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
『
西

方
指
南
抄
』
の
執
筆
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
想
う
の
で
あ
る
。

　
善
鸞
事
件
以
降
、
夢
告
を
受
け
る
ま
で
に
は
八
ヶ
月
あ
る
。
そ
の
間
に
あ
っ
て
親
鸞
に
と
っ
て
最
も
大
き
な
仕
事
と
し
て
『
西
方
指
南

抄
』
の
執
筆
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
執
筆
を
通
し
て
、
親
鸞
は
法
然
の
遺
文
に
触
れ
て
い
く
か

ら
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
こ
の
中
に
は
、「
源
空
聖
人
私
日
記
」（
中
末
巻
）
や
「
法
然
聖
人
臨
終
行
儀
」（
中
本
巻
）
な
ど
、
法
然
の
臨
終
に
関
す
る

資
料
が
い
く
つ
か
収
め
ら
れ
て
い
る
。
親
鸞
は
流
罪
の
地
、
越
後
で
法
然
の
入
滅
を
知
り
、
法
然
の
臨
終
に
は
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
れ
ら
の
伝
記
を
通
し
て
、
親
鸞
は
法
然
の
臨
終
に
思
い
を
馳
せ
た
と
い
う
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。
ま
た

『
西
方
指
南
抄
』
で
は
私
日
記
を
は
じ
め
法
然
を
勢
至
菩
薩
の
化
身
と
讃
え
る
文
章
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
親
鸞
が
法
然
を
勢
至
菩

薩
の
化
身
と
し
て
あ
お
い
で
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
更
に
は
、
法
然
の
法
語
や
消
息
を
書
く
と
い
う
行
為
に
は
、
当
然
師
の
教
え
を
聞
思
し
て
い
く
と
い
う
意
味
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
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『
正
像
末
法
和
讃
』
の
草
稿
本
に
は
三
十
五
首
連
ね
た
後
、
こ
の
夢
告
和
讃
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
親
鸞
八
十
五
歳
二

月
九
日
の
夜
、
寅
の
時
に
夢
告
を
受
け
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
う
れ
し
さ
の
あ
ま
り
書
き
付
け
た
と
言
う
。
そ
し
て
そ
の
年
の
閏
三
月
一
日
、

つ
ま
り
夢
告
を
受
け
て
か
ら
約
二
ヶ
月
後
に
『
正
像
末
法
和
讃
』
に
記
し
た
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
八
十
六
歳
九
月
二
十
四
日
に
は
、
こ
の
草
稿
本
を
大
幅
に
改
訂
し
て
『
正
像
末
法
和
讃
』（
初
稿
本
）
を
完
成
す
る
。
こ
の
時
、

先
の
和
讃
は
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
夢
告
和
讃
を
受
け
て
『
正
像
末
法
和
讃
』
を
作
成
し
た
と
い
う
形
式
に
改
め
ら
れ

て
い
く
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
親
鸞
に
と
っ
て
こ
の
夢
告
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
が
知
ら
れ
る
。

　
従
来
、
こ
の
和
讃
は
、
善
鸞
事
件
を
受
け
て
八
ヶ
月
後
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
関
係
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
関

東
の
混
乱
と
善
鸞
事
件
は
親
鸞
に
末
法
の
自
覚
を
痛
切
に
抱
か
せ
た
。
そ
の
痛
み
か
ら
『
正
像
末
法
和
讃
』
が
構
想
さ
れ
て
、
そ
の
制
作

の
途
中
に
夢
告
を
感
得
し
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
宗
教
的
な
試
練
を
く
ぐ
っ
て
生
ま
れ
た
夢
告
和
讃
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
こ
の
夢
告
と
は
、『
正
像
末
法
和
讃
』
を
制
作
し
、
末
法
を
痛
み
、
本
願
を
憶
念
す
る
中
で
「
無
上
覚
、
す
な
わ
ち
こ
の
上

な
い
さ
と
り
を
得
る
道
は
、
本
願
を
信
じ
る
一
道
に
し
か
な
い
」
と
い
う
親
鸞
の
確
か
な
頷
き
が
表
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
注
意
す
べ
き
は
『
正
像
末
法
和
讃
』
の
草
稿
本
は
、
後
に
改
訂
さ
れ
た
初
稿
本
、
あ
る
い
は
文
明
本
と
異
な
り
、
末
法
を
悲

歎
す
る
和
讃
が
初
め
か
ら
積
極
的
に
う
た
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
冒
頭
の
三
首
が
、

〔
一
首
〕
五
十
六
億
七
千
萬
　
彌
勒
菩
薩
は
と
し
を
へ
む

念
佛
往
生
信
ず
れ
ば
　
こ
の
た
び
さ
と
り
は
ひ
ら
く
べ
し

〔
二
首
〕
念
佛
往
生
の
願
に
よ
り
　
等
正
覺
に
い
た
る
人

す
な
わ
ち
彌
勒
に
お
な
じ
く
て
　
大
般
涅
槃
を
さ
と
る
べ
し

〔
三
首
〕
眞
實
信
心
を
う
る
ゆ
へ
に
　
す
な
わ
ち
定
聚
に
い
り
ぬ
れ
ば

補
處
の
彌
勒
に
お
な
じ
く
て
　
无
上
覺
を
證
す
べ
し 

（『
正
像
末
法
和
讃
』
草
稿
本
『
定
親
全
』
二
・
一
四
三
頁
）
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と
あ
る
よ
う
に
、「
信
心
を
得
た
人
は
、
弥
勒
と
同
じ
く
等
正
覚
に
い
た
り
、
無
上
覚
を
さ
と
る
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
信
心
の
利
益
が
う
た
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
二
十
三
首
目
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

彌
陀
智
願
の
廻
向
の
　
信
樂
ま
こ
と
に
う
る
ひ
と
は

　
攝
取
不
捨
の
利
益
ゆ
へ
　
等
正
覺
に
は
い
た
る
な
り 

（『
正
像
末
法
和
讃
』
草
稿
本
『
定
親
全
』
二
・
一
四
八
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
夢
告
和
讃
と
表
現
が
非
常
に
近
い
和
讃
も
あ
る
。
よ
っ
て
本
願
へ
の
信
を
う
た
う
こ
の
よ
う
な
和
讃
を
作
成
し
て
い
く

中
で
、
夢
に
あ
の
和
讃
が
恵
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
す
る
と
、
親
鸞
に
本
願
の
信
を
う
た
う
和
讃
の
作
成
を
促
し
た
も
の
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
、
更
に
は
「
弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し
」

と
い
う
夢
告
を
生
ま
せ
る
直
接
的
原
因
と
な
っ
た
も
の
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
考
え
て
み
る
余
地
は
有
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
『
西

方
指
南
抄
』
の
執
筆
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
想
う
の
で
あ
る
。

　
善
鸞
事
件
以
降
、
夢
告
を
受
け
る
ま
で
に
は
八
ヶ
月
あ
る
。
そ
の
間
に
あ
っ
て
親
鸞
に
と
っ
て
最
も
大
き
な
仕
事
と
し
て
『
西
方
指
南

抄
』
の
執
筆
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
執
筆
を
通
し
て
、
親
鸞
は
法
然
の
遺
文
に
触
れ
て
い
く
か

ら
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
こ
の
中
に
は
、「
源
空
聖
人
私
日
記
」（
中
末
巻
）
や
「
法
然
聖
人
臨
終
行
儀
」（
中
本
巻
）
な
ど
、
法
然
の
臨
終
に
関
す
る

資
料
が
い
く
つ
か
収
め
ら
れ
て
い
る
。
親
鸞
は
流
罪
の
地
、
越
後
で
法
然
の
入
滅
を
知
り
、
法
然
の
臨
終
に
は
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
れ
ら
の
伝
記
を
通
し
て
、
親
鸞
は
法
然
の
臨
終
に
思
い
を
馳
せ
た
と
い
う
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。
ま
た

『
西
方
指
南
抄
』
で
は
私
日
記
を
は
じ
め
法
然
を
勢
至
菩
薩
の
化
身
と
讃
え
る
文
章
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
親
鸞
が
法
然
を
勢
至
菩

薩
の
化
身
と
し
て
あ
お
い
で
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
更
に
は
、
法
然
の
法
語
や
消
息
を
書
く
と
い
う
行
為
に
は
、
当
然
師
の
教
え
を
聞
思
し
て
い
く
と
い
う
意
味
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
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に
師
の
姿
に
出
遇
い
、
師
の
教
え
を
聞
思
し
て
い
く
中
で
、
改
め
て
自
分
自
身
の
原
点
で
あ
る
本
願
と
の
出
遇
い
を
確
か
め
て
い
く
こ
と

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
『
正
像
末
法
和
讃
』
の
制
作
を
経
て
、「
弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し
　
本
願
信
ず
る
ひ
と
は
み

な
　
摂
取
不
捨
の
利
益
に
て
　
無
上
覚
を
ば
さ
と
る
な
り
」
と
い
う
夢
告
を
感
得
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
す
る
と
夢
告
の
感
得
は
、
親

鸞
の
回
心
で
あ
る
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す⑨
」
と
い
う
原
体
験
を
再
確
認
し
た
と
い
う
意
味
を
も
つ
出
来
事
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け

る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、『
正
像
末
法
和
讃
』
の
草
稿
本
で
は
、
二
十
五
首
目
、
二
十
六
首
目
に
、

无
碍
光
佛
の
の
た
ま
は
く
　
未
來
の
有
情
利
せ
む
と
て

　
大
勢
至
菩
薩
に
　
智
慧
の
念
佛
さ
づ
け
し
む

濁
世
の
有
情
を
あ
わ
れ
み
て
　
勢
至
念
佛
す
す
め
し
む

　
信
心
の
ひ
と
を
攝
取
し
て
　
淨
土
に
歸
入
せ
し
め
け
り 

（『
正
像
末
法
和
讃
』
草
稿
本
『
定
親
全
』
二
・
一
四
九
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
勢
至
菩
薩
の
徳
を
讃
え
た
和
讃
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
こ
の
草
稿
本
の
三
十
五
首
目
の
和
讃
で
あ
り
、
夢
告
和
讃
の
直
前
に
あ
る
の
は
恩
徳
讃
で
あ
る
。

如
來
大
悲
の
恩
德
は
　
身
を
粉
に
し
て
も
報
ず
べ
し

　
師
主
知
識
の
恩
德
も
　
骨
を
く
だ
き
て
も
謝
す
べ
し
　
已
上
三
十
四
首

　
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
、
そ
の
次
に
夢
告
和
讃
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。「
師
主
知
識
の
恩
徳
」
と
う
た
う
と
こ
ろ
に
は
、
当
然
そ
こ
に

法
然
の
姿
が
憶
わ
れ
て
い
る
。
法
然
か
ら
受
け
た
恩
徳
を
憶
っ
て
和
讃
を
製
作
す
る
中
で
、
こ
の
夢
告
和
讃
が
生
ま
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
こ
に
直
接
的
、
具
体
的
な
背
景
と
し
て
『
西
方
指
南
抄
』
の
執
筆
を
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
思
う
。
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お
わ
り
に

　
夢
告
の
後
、
親
鸞
は
再
び
積
極
的
に
門
弟
達
と
消
息
の
や
り
と
り
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
年
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
九
月

七
日
か
ら
年
末
に
か
け
て
の
日
付
を
有
す
る
消
息
が
多
く
遺
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
真
の
信
心
を
得
て
欲
し
い
と
い
う
門
弟
達
に
願

い
を
か
け
る
親
鸞
の
姿
が
忍
ば
れ
よ
う
。

　
そ
の
内
容
は
、
こ
れ
ま
で
と
異
な
り
「
如
来
等
同
」「
便
同
弥
勒
」
の
主
張
が
頻
繁
に
見
ら
れ
る
。
夢
告
を
受
け
て
、
信
心
の
人
は
如

来
と
等
し
い
と
い
う
こ
と
を
積
極
的
に
関
東
の
門
弟
に
語
り
、
門
弟
た
ち
が
そ
の
意
味
を
尋
ね
る
こ
と
か
ら
や
り
と
り
が
繰
り
返
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
法
然
の
お
お
せ
で
あ
る
「
義
な
き
を
義
と
す
」
を
語
り
始
め
る
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
こ
の
辺
り

の
親
鸞
の
思
索
に
つ
い
て
は
、
善
鸞
事
件
以
降
の
親
鸞
の
行
実
を
踏
ま
え
て
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
に
、『
西
方
指
南
抄
』
の

執
筆
が
親
鸞
の
思
索
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
、
思
想
的
に
跡
づ
け
て
い
く
こ
と
が
今
後
の
研
究
課
題
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

註①
　
主
た
る
先
行
研
究
・
解
説
を
以
下
に
掲
げ
て
お
く
。

高
千
穂
徹
乗
「
西
方
指
南
抄
に
就
い
て
」（『
顕
真
学
報
』
一
）
一
九
三
〇

生
桑
完
明
「
西
方
指
南
抄
と
そ
の
流
通
」（『
高
田
学
報
』
一
）
一
九
三
二

中
沢
見
明
「
西
方
指
南
抄
と
漢
和
語
灯
録
に
就
て
（
上
）（
中
）（
下
）」（『
高
田
学
報
』
二
三
・
二
四
・
二
六
）
一
九
三
九
・
一
九
三
九
・
一
九
四
二

宮
崎
円
遵
「
親
鸞
聖
人
書
誌
」（『
宮
崎
円
遵
著
作
集
』
第
六
巻
所
収
・
思
文
閣
出
版
）
一
九
四
三

岩
田
繁
三
「
西
方
指
南
抄
の
研
究
」（『
高
田
学
報
』
三
八
）
一
九
五
五

生
桑
完
明
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
五
巻
解
説
（
法
蔵
館
）
一
九
五
七

赤
松
俊
秀
「
西
方
指
南
抄
に
つ
い
て
」（『
塚
本
博
士
頌
寿
記
念
仏
教
史
学
論
集
』
所
収
・
塚
本
博
士
頌
寿
記
念
会
）
一
九
六
一
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に
師
の
姿
に
出
遇
い
、
師
の
教
え
を
聞
思
し
て
い
く
中
で
、
改
め
て
自
分
自
身
の
原
点
で
あ
る
本
願
と
の
出
遇
い
を
確
か
め
て
い
く
こ
と

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
『
正
像
末
法
和
讃
』
の
制
作
を
経
て
、「
弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し
　
本
願
信
ず
る
ひ
と
は
み

な
　
摂
取
不
捨
の
利
益
に
て
　
無
上
覚
を
ば
さ
と
る
な
り
」
と
い
う
夢
告
を
感
得
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
す
る
と
夢
告
の
感
得
は
、
親

鸞
の
回
心
で
あ
る
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す⑨
」
と
い
う
原
体
験
を
再
確
認
し
た
と
い
う
意
味
を
も
つ
出
来
事
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け

る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、『
正
像
末
法
和
讃
』
の
草
稿
本
で
は
、
二
十
五
首
目
、
二
十
六
首
目
に
、

无
碍
光
佛
の
の
た
ま
は
く
　
未
來
の
有
情
利
せ
む
と
て

　
大
勢
至
菩
薩
に
　
智
慧
の
念
佛
さ
づ
け
し
む

濁
世
の
有
情
を
あ
わ
れ
み
て
　
勢
至
念
佛
す
す
め
し
む

　
信
心
の
ひ
と
を
攝
取
し
て
　
淨
土
に
歸
入
せ
し
め
け
り 

（『
正
像
末
法
和
讃
』
草
稿
本
『
定
親
全
』
二
・
一
四
九
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
勢
至
菩
薩
の
徳
を
讃
え
た
和
讃
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
こ
の
草
稿
本
の
三
十
五
首
目
の
和
讃
で
あ
り
、
夢
告
和
讃
の
直
前
に
あ
る
の
は
恩
徳
讃
で
あ
る
。

如
來
大
悲
の
恩
德
は
　
身
を
粉
に
し
て
も
報
ず
べ
し

　
師
主
知
識
の
恩
德
も
　
骨
を
く
だ
き
て
も
謝
す
べ
し
　
已
上
三
十
四
首

　
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
、
そ
の
次
に
夢
告
和
讃
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。「
師
主
知
識
の
恩
徳
」
と
う
た
う
と
こ
ろ
に
は
、
当
然
そ
こ
に

法
然
の
姿
が
憶
わ
れ
て
い
る
。
法
然
か
ら
受
け
た
恩
徳
を
憶
っ
て
和
讃
を
製
作
す
る
中
で
、
こ
の
夢
告
和
讃
が
生
ま
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
こ
に
直
接
的
、
具
体
的
な
背
景
と
し
て
『
西
方
指
南
抄
』
の
執
筆
を
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
思
う
。
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お
わ
り
に

　
夢
告
の
後
、
親
鸞
は
再
び
積
極
的
に
門
弟
達
と
消
息
の
や
り
と
り
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
年
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
九
月

七
日
か
ら
年
末
に
か
け
て
の
日
付
を
有
す
る
消
息
が
多
く
遺
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
真
の
信
心
を
得
て
欲
し
い
と
い
う
門
弟
達
に
願

い
を
か
け
る
親
鸞
の
姿
が
忍
ば
れ
よ
う
。

　
そ
の
内
容
は
、
こ
れ
ま
で
と
異
な
り
「
如
来
等
同
」「
便
同
弥
勒
」
の
主
張
が
頻
繁
に
見
ら
れ
る
。
夢
告
を
受
け
て
、
信
心
の
人
は
如

来
と
等
し
い
と
い
う
こ
と
を
積
極
的
に
関
東
の
門
弟
に
語
り
、
門
弟
た
ち
が
そ
の
意
味
を
尋
ね
る
こ
と
か
ら
や
り
と
り
が
繰
り
返
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
法
然
の
お
お
せ
で
あ
る
「
義
な
き
を
義
と
す
」
を
語
り
始
め
る
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
こ
の
辺
り

の
親
鸞
の
思
索
に
つ
い
て
は
、
善
鸞
事
件
以
降
の
親
鸞
の
行
実
を
踏
ま
え
て
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
に
、『
西
方
指
南
抄
』
の

執
筆
が
親
鸞
の
思
索
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
、
思
想
的
に
跡
づ
け
て
い
く
こ
と
が
今
後
の
研
究
課
題
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

註①
　
主
た
る
先
行
研
究
・
解
説
を
以
下
に
掲
げ
て
お
く
。

高
千
穂
徹
乗
「
西
方
指
南
抄
に
就
い
て
」（『
顕
真
学
報
』
一
）
一
九
三
〇

生
桑
完
明
「
西
方
指
南
抄
と
そ
の
流
通
」（『
高
田
学
報
』
一
）
一
九
三
二

中
沢
見
明
「
西
方
指
南
抄
と
漢
和
語
灯
録
に
就
て
（
上
）（
中
）（
下
）」（『
高
田
学
報
』
二
三
・
二
四
・
二
六
）
一
九
三
九
・
一
九
三
九
・
一
九
四
二

宮
崎
円
遵
「
親
鸞
聖
人
書
誌
」（『
宮
崎
円
遵
著
作
集
』
第
六
巻
所
収
・
思
文
閣
出
版
）
一
九
四
三

岩
田
繁
三
「
西
方
指
南
抄
の
研
究
」（『
高
田
学
報
』
三
八
）
一
九
五
五

生
桑
完
明
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
五
巻
解
説
（
法
蔵
館
）
一
九
五
七

赤
松
俊
秀
「
西
方
指
南
抄
に
つ
い
て
」（『
塚
本
博
士
頌
寿
記
念
仏
教
史
学
論
集
』
所
収
・
塚
本
博
士
頌
寿
記
念
会
）
一
九
六
一
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浅
野
教
信
「
西
方
指
南
抄
の
研
究
序
説
」（『
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
三
）
一
九
六
四

霊
山
勝
海
「
西
方
指
南
抄
の
編
者
に
つ
い
て
」（『
真
宗
研
究
』
一
一
）
一
九
六
六

霊
山
勝
海
「
西
方
指
南
抄
に
お
け
る
省
略
に
つ
い
て
」（『
印
仏
研
究
』
一
九
│
一
）
一
九
七
〇

平
松
令
三
『
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
六
巻
解
説
（
法
蔵
館
）
一
九
七
三

平
松
令
三
「
西
方
指
南
抄
の
編
集
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
文
化
と
浄
土
教
論
攷
』
所
収
・
井
川
博
士
喜
寿
記
念
会
出
版
部
）
一
九
七
四

平
松
令
三
「
西
方
指
南
抄
を
め
ぐ
っ
て
」（『
真
宗
研
究
』
二
二
）
一
九
七
七

霊
山
勝
海
「
再
説
西
方
指
南
抄
の
編
者
に
つ
い
て
」（『
真
宗
研
究
』
二
三
）
一
九
七
九

浅
野
教
信
『
親
鸞
聖
人
『
西
方
指
南
抄
』
の
研
究
』
上
巻
（
永
田
文
昌
堂
）
一
九
八
七

中
野
正
明
「『
西
方
指
南
抄
』
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
三
康
文
化
研
究
所
年
報
』
二
二
）
一
九
九
〇

霊
山
勝
海
『
西
方
指
南
抄
論
』（
永
田
文
昌
堂
）
一
九
九
三

足
立
幸
子
「『
西
方
指
南
抄
』
に
お
け
る
源
空
像
│
私
日
記
を
中
心
に
し
て
」（『
印
仏
研
究
』
四
三
│
一
）
一
九
九
四

小
山
正
文
「
西
方
指
南
抄
中
本
を
め
ぐ
っ
て
」（『
真
宗
研
究
』
四
〇
）
一
九
九
八

平
松
令
三
・
中
野
正
明
『
増
補
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
六
巻
補
記
・
補
説
（
法
蔵
館
）
二
〇
〇
五

②
　
「
建
長
八
年
〔
丙
辰
〕
十
月
十
三
日
ニ
、
薬
師
寺
ニ
シ
テ
念
仏
ヲ
ハ
シ
ム
。
コ
ノ
ト
キ
真
仏
聖
人
・
顕
智
聖
人
・
専
信
房
〔
俗
名
弥
藤
五
殿
下
人

弥
太
郎
男
、
出
家
後
随
念
〕
ソ
ウ
シ
テ
主
従
四
人
御
正
洛
ノ
ト
キ
、〔
ヤ
ハ
キ
薬
師
寺
ニ
ツ
キ
タ
マ
フ
〕
御
下
向
ニ
ハ
、
顕
智
聖
ハ
京
ノ
ミ
モ
ト
ニ
御

ト
ウ
リ
ウ
、
三
人
ハ
ス
ナ
ワ
チ
御
ク
タ
リ
。（『
三
河
念
仏
相
承
日
記
』『
真
宗
史
料
集
成
』
一
・
一
〇
二
五
頁
）」
な
お
、
こ
こ
に
あ
る
「
建
長
八

年
」
と
は
、
十
月
五
日
に
改
元
し
て
い
る
の
で
「
康
元
元
年
」
の
こ
と
で
あ
る
。

③
　
例
え
ば
、
編
集
説
を
取
る
浅
野
は
、
も
と
も
と
『
西
方
指
南
抄
』
は
上
中
下
の
三
巻
構
想
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
後
に
親
鸞
が
各
巻
を
本
末
に
分
冊

し
た
の
で
起
き
た
現
象
で
あ
る
と
論
証
し
て
い
る
。
ま
た
、
転
写
説
を
取
る
中
野
は
、
原
本
と
な
る
底
本
は
も
と
も
と
六
冊
で
あ
っ
た
と
い
う
立
場

に
立
っ
て
、
各
巻
の
奥
書
、
朱
書
き
と
表
紙
、
内
題
、
尾
題
な
ど
を
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
転
写
時
の
状
況
を
推
察
し
て
い
る
。

④
　
前
掲
、
中
野
正
明
「『
西
方
指
南
抄
』
の
成
立
に
つ
い
て
」
参
照
。

⑤
　
覚
信
は
下
野
国
高
田
の
門
弟
（「
親
鸞
聖
人
門
侶
交
名
帳
」）
で
あ
り
、
親
鸞
の
も
と
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
五
月
二
十
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八
日
付
の
覚
信
宛
の
親
鸞
消
息
が
あ
る
が
、
こ
の
時
に
は
ま
だ
覚
信
は
上
洛
し
て
い
な
い
。
正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）
十
月
二
十
九
日
付
の
蓮
位
添

状
に
は
、
覚
信
は
上
洛
の
途
中
に
病
気
に
か
か
り
、
親
鸞
の
も
と
で
息
を
引
き
取
っ
て
い
る
事
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
正
元
元
年
（
一
二
五

九
）
閏
十
月
二
十
九
日
付
の
「
た
か
た
の
入
道
殿
御
返
事
」
に
は
「
か
く
し
ん
ば
う
ふ
る
と
し
ご
ろ
は
、
か
な
ら
ず
か
な
ら
ず
さ
き
だ
ち
て
ま
た
せ

給
候
覧
」（『
定
親
全
』
三
・
二
二
頁
）
と
あ
り
、
覚
信
が
昨
年
亡
く
な
っ
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
覚
信
の
入
滅
は
正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）

の
こ
と
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。
平
松
は
病
床
の
覚
信
に
与
え
る
た
め
に
真
仏
が
『
西
方
指
南
抄
』
を
書
写
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
る

（『
増
補
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
六
巻
補
記
）。

⑥
　
浅
野
教
信
『
親
鸞
聖
人
『
西
方
指
南
抄
』
の
研
究
』
上
巻
、
霊
山
勝
海
『
西
方
指
南
抄
論
』
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

⑦
　
『
西
方
指
南
抄
』
の
編
集
理
由
に
つ
い
て
、
浅
野
は
法
然
関
係
の
遺
文
を
ま
と
め
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
と
推
定
す
る
（
前
掲
、
浅
野
教
信
「
西
方

指
南
抄
の
研
究
序
説
」）。「
聖
人
の
帰
洛
後
に
輩
出
し
た
異
義
異
解
に
対
し
て
聖
人
自
か
ら
の
正
統
性
を
確
立
す
る
た
め
に
も
、
日
頃
手
許
に
蒐
集
し

つ
つ
あ
っ
た
法
然
上
人
関
係
の
法
語
・
書
簡
等
を
急
遽
ま
と
め
あ
げ
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
正
統
性
を
確
立
す
る
た

め
と
い
う
見
解
に
は
賛
同
し
が
た
い
が
、
異
義
に
動
揺
す
る
門
弟
た
ち
に
対
し
て
、
法
然
の
考
え
を
伝
え
る
必
要
が
あ
っ
た
と
は
推
察
さ
れ
る
。

⑧
　
『
末
燈
鈔
』『
定
親
全
』
三
・
六
一
頁

⑨
　
『
教
行
信
証
』
後
序
『
定
親
全
』
一
・
三
八
一
頁

『
西
方
指
南
抄
』
収
録
資
料 

＊
（
　
）
内
は
主
た
る
対
応
資
料

【
上
本
】

（
1
）　
法
然
聖
人
御
説
法
事
（
漢
語
灯
録
七 「
逆
修
説
法
」）

【
上
末
】

（
1
）　
続 

法
然
聖
人
御
説
法
事
（
漢
語
灯
録
七 「
逆
修
説
法
」）

（
2
）　
建
保
四
年
公
胤
夢
告
（
醍
醐
本
法
然
上
人
伝
記 「
別
伝
記
」）

【
中
本
】

（
3
）　
三
昧
発
得
記
（
拾
遺
漢
語
灯
録
上
　
醍
醐
本
法
然
上
人
伝
記 「
三
昧
発
得
記
」）
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浅
野
教
信
「
西
方
指
南
抄
の
研
究
序
説
」（『
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
三
）
一
九
六
四

霊
山
勝
海
「
西
方
指
南
抄
の
編
者
に
つ
い
て
」（『
真
宗
研
究
』
一
一
）
一
九
六
六

霊
山
勝
海
「
西
方
指
南
抄
に
お
け
る
省
略
に
つ
い
て
」（『
印
仏
研
究
』
一
九
│
一
）
一
九
七
〇

平
松
令
三
『
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
六
巻
解
説
（
法
蔵
館
）
一
九
七
三

平
松
令
三
「
西
方
指
南
抄
の
編
集
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
文
化
と
浄
土
教
論
攷
』
所
収
・
井
川
博
士
喜
寿
記
念
会
出
版
部
）
一
九
七
四

平
松
令
三
「
西
方
指
南
抄
を
め
ぐ
っ
て
」（『
真
宗
研
究
』
二
二
）
一
九
七
七

霊
山
勝
海
「
再
説
西
方
指
南
抄
の
編
者
に
つ
い
て
」（『
真
宗
研
究
』
二
三
）
一
九
七
九

浅
野
教
信
『
親
鸞
聖
人
『
西
方
指
南
抄
』
の
研
究
』
上
巻
（
永
田
文
昌
堂
）
一
九
八
七

中
野
正
明
「『
西
方
指
南
抄
』
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
三
康
文
化
研
究
所
年
報
』
二
二
）
一
九
九
〇

霊
山
勝
海
『
西
方
指
南
抄
論
』（
永
田
文
昌
堂
）
一
九
九
三

足
立
幸
子
「『
西
方
指
南
抄
』
に
お
け
る
源
空
像
│
私
日
記
を
中
心
に
し
て
」（『
印
仏
研
究
』
四
三
│
一
）
一
九
九
四

小
山
正
文
「
西
方
指
南
抄
中
本
を
め
ぐ
っ
て
」（『
真
宗
研
究
』
四
〇
）
一
九
九
八

平
松
令
三
・
中
野
正
明
『
増
補
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
六
巻
補
記
・
補
説
（
法
蔵
館
）
二
〇
〇
五

②
　
「
建
長
八
年
〔
丙
辰
〕
十
月
十
三
日
ニ
、
薬
師
寺
ニ
シ
テ
念
仏
ヲ
ハ
シ
ム
。
コ
ノ
ト
キ
真
仏
聖
人
・
顕
智
聖
人
・
専
信
房
〔
俗
名
弥
藤
五
殿
下
人

弥
太
郎
男
、
出
家
後
随
念
〕
ソ
ウ
シ
テ
主
従
四
人
御
正
洛
ノ
ト
キ
、〔
ヤ
ハ
キ
薬
師
寺
ニ
ツ
キ
タ
マ
フ
〕
御
下
向
ニ
ハ
、
顕
智
聖
ハ
京
ノ
ミ
モ
ト
ニ
御

ト
ウ
リ
ウ
、
三
人
ハ
ス
ナ
ワ
チ
御
ク
タ
リ
。（『
三
河
念
仏
相
承
日
記
』『
真
宗
史
料
集
成
』
一
・
一
〇
二
五
頁
）」
な
お
、
こ
こ
に
あ
る
「
建
長
八

年
」
と
は
、
十
月
五
日
に
改
元
し
て
い
る
の
で
「
康
元
元
年
」
の
こ
と
で
あ
る
。

③
　
例
え
ば
、
編
集
説
を
取
る
浅
野
は
、
も
と
も
と
『
西
方
指
南
抄
』
は
上
中
下
の
三
巻
構
想
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
後
に
親
鸞
が
各
巻
を
本
末
に
分
冊

し
た
の
で
起
き
た
現
象
で
あ
る
と
論
証
し
て
い
る
。
ま
た
、
転
写
説
を
取
る
中
野
は
、
原
本
と
な
る
底
本
は
も
と
も
と
六
冊
で
あ
っ
た
と
い
う
立
場

に
立
っ
て
、
各
巻
の
奥
書
、
朱
書
き
と
表
紙
、
内
題
、
尾
題
な
ど
を
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
転
写
時
の
状
況
を
推
察
し
て
い
る
。

④
　
前
掲
、
中
野
正
明
「『
西
方
指
南
抄
』
の
成
立
に
つ
い
て
」
参
照
。

⑤
　
覚
信
は
下
野
国
高
田
の
門
弟
（「
親
鸞
聖
人
門
侶
交
名
帳
」）
で
あ
り
、
親
鸞
の
も
と
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
五
月
二
十

35

八
日
付
の
覚
信
宛
の
親
鸞
消
息
が
あ
る
が
、
こ
の
時
に
は
ま
だ
覚
信
は
上
洛
し
て
い
な
い
。
正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）
十
月
二
十
九
日
付
の
蓮
位
添

状
に
は
、
覚
信
は
上
洛
の
途
中
に
病
気
に
か
か
り
、
親
鸞
の
も
と
で
息
を
引
き
取
っ
て
い
る
事
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
正
元
元
年
（
一
二
五

九
）
閏
十
月
二
十
九
日
付
の
「
た
か
た
の
入
道
殿
御
返
事
」
に
は
「
か
く
し
ん
ば
う
ふ
る
と
し
ご
ろ
は
、
か
な
ら
ず
か
な
ら
ず
さ
き
だ
ち
て
ま
た
せ

給
候
覧
」（『
定
親
全
』
三
・
二
二
頁
）
と
あ
り
、
覚
信
が
昨
年
亡
く
な
っ
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
覚
信
の
入
滅
は
正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）

の
こ
と
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。
平
松
は
病
床
の
覚
信
に
与
え
る
た
め
に
真
仏
が
『
西
方
指
南
抄
』
を
書
写
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
る

（『
増
補
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
六
巻
補
記
）。

⑥
　
浅
野
教
信
『
親
鸞
聖
人
『
西
方
指
南
抄
』
の
研
究
』
上
巻
、
霊
山
勝
海
『
西
方
指
南
抄
論
』
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

⑦
　
『
西
方
指
南
抄
』
の
編
集
理
由
に
つ
い
て
、
浅
野
は
法
然
関
係
の
遺
文
を
ま
と
め
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
と
推
定
す
る
（
前
掲
、
浅
野
教
信
「
西
方

指
南
抄
の
研
究
序
説
」）。「
聖
人
の
帰
洛
後
に
輩
出
し
た
異
義
異
解
に
対
し
て
聖
人
自
か
ら
の
正
統
性
を
確
立
す
る
た
め
に
も
、
日
頃
手
許
に
蒐
集
し

つ
つ
あ
っ
た
法
然
上
人
関
係
の
法
語
・
書
簡
等
を
急
遽
ま
と
め
あ
げ
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
正
統
性
を
確
立
す
る
た

め
と
い
う
見
解
に
は
賛
同
し
が
た
い
が
、
異
義
に
動
揺
す
る
門
弟
た
ち
に
対
し
て
、
法
然
の
考
え
を
伝
え
る
必
要
が
あ
っ
た
と
は
推
察
さ
れ
る
。

⑧
　
『
末
燈
鈔
』『
定
親
全
』
三
・
六
一
頁

⑨
　
『
教
行
信
証
』
後
序
『
定
親
全
』
一
・
三
八
一
頁

『
西
方
指
南
抄
』
収
録
資
料 

＊
（
　
）
内
は
主
た
る
対
応
資
料

【
上
本
】

（
1
）　
法
然
聖
人
御
説
法
事
（
漢
語
灯
録
七 「
逆
修
説
法
」）

【
上
末
】

（
1
）　
続 

法
然
聖
人
御
説
法
事
（
漢
語
灯
録
七 「
逆
修
説
法
」）

（
2
）　
建
保
四
年
公
胤
夢
告
（
醍
醐
本
法
然
上
人
伝
記 「
別
伝
記
」）

【
中
本
】

（
3
）　
三
昧
発
得
記
（
拾
遺
漢
語
灯
録
上
　
醍
醐
本
法
然
上
人
伝
記 「
三
昧
発
得
記
」）
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（
4
）　
法
然
聖
人
御
夢
想
記
　
善
導
御
事
（
拾
遺
漢
語
灯
録
上 「
夢
感
聖
相
記
」）

（
5
）　
法
語
十
八
条

（
6
）　
法
然
聖
人
臨
終
行
儀
（
拾
遺
漢
語
灯
録
上 「
臨
終
祥
瑞
記
」
　
醍
醐
本
法
然
上
人
伝
記 「
御
臨
終
日
記
」）

（
7
）　
聖
人
の
御
事
諸
人
夢
記
（
法
然
上
人
行
状
絵
図
三
七
）

【
中
末
】

（
8
）　
七
箇
条
起
請
文
（
漢
語
灯
録
一
〇 「
七
箇
条
起
請
文
」）

（
9
）　
起
請
、
歿
後
二
箇
条
事
　
葬
家
追
善
事
（
漢
語
灯
録
一
〇 「
歿
後
起
請
文
」）

（
10
）　
源
空
聖
人
私
日
記

（
11
）　
決
定
往
生
三
機
行
相

（
12
）　
鎌
倉
の
二
品
比
丘
尼
へ
御
返
事
（
和
語
灯
録
三 「
鎌
倉
の
二
位
の
禅
尼
へ
進
ず
る
御
返
事
」）

（
13
）　
名
号
の
勝
徳
と
本
願
の
体
用
に
就
い
て
の
問
答

【
下
本
】

（
14
）　
念
仏
の
事
御
返
事
（
和
語
灯
録
四 「
大
胡
の
太
郎
の
妻
室
へ
遣
わ
す
御
返
事
」）

（
15
）　
お
ほ
ご
の
太
郎
へ
御
返
事
（
和
語
灯
録
三 「
大
胡
太
郎
実
秀
へ
遣
わ
す
御
返
事
」）

（
16
）　
し
ゃ
う
如
ば
う
へ
御
消
息
（
和
語
灯
録
四 「
正
如
房
へ
遣
わ
す
御
文
」）

（
17
）　
故
聖
人
の
御
坊
の
御
消
息
（
和
語
灯
録
四 「
越
中
国
光
明
房
へ
遣
わ
す
御
返
事
」）

（
18
）　
基
親
取
信
信
本
願
之
様
（
漢
語
灯
録
一
〇 「
諸
方
返
報
」）

（
19
）　
基
親
の
上
状
と
聖
人
御
返
事
（
漢
語
灯
録
一
〇 「
諸
方
返
報
」）

（
20
）　
或
人
念
仏
之
不
審
聖
人
奉
問
次
第
十
一
条
（
和
語
灯
録
四 「
十
二
問
答
」
　
醍
醐
本
法
然
上
人
伝
記 「
禅
勝
房
へ
の
答
」）

（
21
）　
浄
土
宗
の
大
意

【
下
末
】

（
22
）　
四
種
往
生
事
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（
23
）　
法
語
〈
末
代
の
衆
生
を
云
々
〉（
和
語
灯
録
四 「
黒
田
の
聖
人
へ
遺
わ
す
御
文
」）

（
24
）　
法
語
〈
末
代
悪
世
の
衆
生
の
云
々
〉（
和
語
灯
録
二 「
念
仏
大
意
」）

（
25
）　
九
条
殿
北
政
所
御
返
事
（
和
語
灯
録
三 「
九
条
殿
下
の
北
政
所
へ
進
ず
る
御
返
事
」）

（
26
）　
九
月
十
六
日
附
御
返
事
（
和
語
灯
録
四 「
熊
谷
入
道
へ
遺
わ
す
御
返
事
」）

（
27
）　
十
三
箇
条
の
問
答
（
和
語
灯
録
三 「
要
義
問
答
」）

（
28
）　
つ
の
と
の
三
郎
殿
御
返
事
（
和
語
灯
録
四 「
津
戸
の
三
郎
入
道
へ
遣
わ
す
御
返
事
」）
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（
4
）　
法
然
聖
人
御
夢
想
記
　
善
導
御
事
（
拾
遺
漢
語
灯
録
上 「
夢
感
聖
相
記
」）

（
5
）　
法
語
十
八
条

（
6
）　
法
然
聖
人
臨
終
行
儀
（
拾
遺
漢
語
灯
録
上 「
臨
終
祥
瑞
記
」
　
醍
醐
本
法
然
上
人
伝
記 「
御
臨
終
日
記
」）

（
7
）　
聖
人
の
御
事
諸
人
夢
記
（
法
然
上
人
行
状
絵
図
三
七
）

【
中
末
】

（
8
）　
七
箇
条
起
請
文
（
漢
語
灯
録
一
〇 「
七
箇
条
起
請
文
」）

（
9
）　
起
請
、
歿
後
二
箇
条
事
　
葬
家
追
善
事
（
漢
語
灯
録
一
〇 「
歿
後
起
請
文
」）

（
10
）　
源
空
聖
人
私
日
記

（
11
）　
決
定
往
生
三
機
行
相

（
12
）　
鎌
倉
の
二
品
比
丘
尼
へ
御
返
事
（
和
語
灯
録
三 「
鎌
倉
の
二
位
の
禅
尼
へ
進
ず
る
御
返
事
」）

（
13
）　
名
号
の
勝
徳
と
本
願
の
体
用
に
就
い
て
の
問
答

【
下
本
】

（
14
）　
念
仏
の
事
御
返
事
（
和
語
灯
録
四 「
大
胡
の
太
郎
の
妻
室
へ
遣
わ
す
御
返
事
」）

（
15
）　
お
ほ
ご
の
太
郎
へ
御
返
事
（
和
語
灯
録
三 「
大
胡
太
郎
実
秀
へ
遣
わ
す
御
返
事
」）

（
16
）　
し
ゃ
う
如
ば
う
へ
御
消
息
（
和
語
灯
録
四 「
正
如
房
へ
遣
わ
す
御
文
」）

（
17
）　
故
聖
人
の
御
坊
の
御
消
息
（
和
語
灯
録
四 「
越
中
国
光
明
房
へ
遣
わ
す
御
返
事
」）

（
18
）　
基
親
取
信
信
本
願
之
様
（
漢
語
灯
録
一
〇 「
諸
方
返
報
」）

（
19
）　
基
親
の
上
状
と
聖
人
御
返
事
（
漢
語
灯
録
一
〇 「
諸
方
返
報
」）

（
20
）　
或
人
念
仏
之
不
審
聖
人
奉
問
次
第
十
一
条
（
和
語
灯
録
四 「
十
二
問
答
」
　
醍
醐
本
法
然
上
人
伝
記 「
禅
勝
房
へ
の
答
」）

（
21
）　
浄
土
宗
の
大
意

【
下
末
】

（
22
）　
四
種
往
生
事
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（
23
）　
法
語
〈
末
代
の
衆
生
を
云
々
〉（
和
語
灯
録
四 「
黒
田
の
聖
人
へ
遺
わ
す
御
文
」）

（
24
）　
法
語
〈
末
代
悪
世
の
衆
生
の
云
々
〉（
和
語
灯
録
二 「
念
仏
大
意
」）

（
25
）　
九
条
殿
北
政
所
御
返
事
（
和
語
灯
録
三 「
九
条
殿
下
の
北
政
所
へ
進
ず
る
御
返
事
」）

（
26
）　
九
月
十
六
日
附
御
返
事
（
和
語
灯
録
四 「
熊
谷
入
道
へ
遺
わ
す
御
返
事
」）

（
27
）　
十
三
箇
条
の
問
答
（
和
語
灯
録
三 「
要
義
問
答
」）

（
28
）　
つ
の
と
の
三
郎
殿
御
返
事
（
和
語
灯
録
四 「
津
戸
の
三
郎
入
道
へ
遣
わ
す
御
返
事
」）


